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１．これまでの経緯
２．電気事業法の関係規定
３．一般送配電事業者の事案に関する類型
４．関係小売電気事業者の事案に関する類型
５．非公開情報以外の情報管理
６．議論いただきたい事項



電気事業法の関連規定

⚫一般送配電事業者等による行為規制に該当する条文の概要等を次頁以下に掲載。

⚫今般の一般送配電事業者に関する非公開情報の情報漏えい事案については、電気事業法第２３
条及び第２３条の４において情報の目的外提供の禁止や情報管理体制の構築について規定。

⚫電気事業法の規定に基づき、電取委は毎年、一般送配電事業者及びみなし小売電気事業者に対
し業務及び経理監査を実施。電気事業第２３条の４に基づき、一般送配電事業者は体制整備等
報告書を提出。
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一般送配電事業者に課せられた行為規制（電気事業法上の規定①）
第２２条の２（兼業の制限等）

• 一般送配電事業者は、小売電気事業・発電事業等を営んではならない。（＝いわゆる法的分離）
• ただし、認可を受けた場合には小売電気事業・発電事業等（供給区域内の需要に応じるものに限る）を営むことができる。（＝
沖縄電力については、法的分離が行われていない。）

第２２条の３（取締役・執行役の兼職の制限等）

• 一般送配電事業者の取締役又は執行役は、特定関係事業者（＝グループ会社）に該当する小売電気事業者、発電事業者
等の取締役、執行役その他業務を執行する役員又は従業者を兼ねてはならない。

• 一般送配電事業者は、小売電気事業・発電事業を営む特定関係事業者の従業者を、電気供給事業者間の適正な競争関係
の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務に従事させてはならない。（適正な競争関係を阻害するおそれ
がない場合を除く）

第２３条（一般送配電事業者の禁止行為等）

• 一般送配電事業者は、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気
の使用者に関する情報を当該業務（及び再エネ特措法の業務）の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供し
てはならない。

• 一般送配電事業者は、その業務に関し、特定の電気供給事業者を不当に優先的に、あるいは不利に取り扱ってはならない。
• 一般送配電事業者は、通常の取引の条件と異なる条件で、特定関係事業者等と取引を行ってはならない。ただし、やむを得ない

事情があり、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けたときはこの限りではない。
• 一般送配電事業者は、託送供給及び電力量調整供給の業務等を特定関係事業者及びその子会社等に委託してはならない。

ただし、適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りではない。（注１）
• 一般送配電事業者は、最終保障供給・離島供給の業務を委託する際は公募しなければならない。
• 一般送配電事業者は、特定関係事業者から小売電気事業、発電事業等の業務を受託してはならない。ただし、適正な競争関

係を阻害するおそれがない場合として、経済産業省令で定める場合は、この限りではない。（注２）
注１）①災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な委託としてする場合、②業務受託者が一般送配電事業者の子会社である場合、③非
公開情報を取り扱わない場合であって、小売事業等に影響を及ぼすことがなく、かつ合理的な理由があるもの等を除く。（施行規則第３３条の９）

注２）①災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な委託としてする場合、②受託に係る業務が、特定の電気供給事業者に不当に優先的あ
るいは不利に取り扱うものではない場合。
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一般送配電事業者に課せられた行為規制（電気事業法上の規定②）
第２３条の４（適正な競争関係を確保するための体制整備等）

• 一般送配電事業者は、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他一般送配電事業の業務に関する情
報を適正に管理し、かつ、託送供給及び電力量調整供給の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他電気
供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置を講じなければならない。

• 一般送配電事業者は、毎年、講じた措置を経済産業大臣に報告。

施行規則第３３条の１５に規定された体制整備要件

①一般送配電事業者の業務と特定関係事業者の業務の室の区分（物理的隔絶）
②非公開情報（注１）の管理の用に供するシステムに係る要件。共用する場合は以下を確保。
－ 目的外に非公開情報を取り扱うことができないものであること。
－ 非公開情報ごとに、特定された者のみが当該情報を入手できるものであること。
－ 非公開情報を入手した者を識別できる事項を日時とともに記録し保存（５年間（ただし、2020年４月以降））できること。
③情報管理についての社内規定の作成
④情報管理についての社内規定の研修
⑤情報管理責任者（取締役又は執行役を充てる）の設置
⑥託送供給等部門と小売電気事業者・発電事業者との取引及び連絡調整等（軽微なものを除く）の経緯・内容を記録し保存（５年間
（ただし、2020年４月以降））すること。
⑦法令遵守責任者の設置。
⑧特定関係事業者から独立した社内監視部門の設置、監視部門の監視結果の取締役会等への報告。

注１）非公開情報の定義： 当該一般送配電事業者が営む託送供給及び電力量調整供給の業務に関する公表されていない情報であって、
小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るものをいう。（施行規則第３３条の４において規定）
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一般送配電事業者の特定関係事業者の規制（電気事業法上の規定）
第２３条の２（従業者の従事制限）

• 一般送配電事業者の特定関係事業者は、当該一般送配電事業者の従業員を、自社の小売電気事業等の業務運営において
重要な役割を担う従業者として従事させてはならない。

第２３条の３（特定関係事業者の禁止行為等）

• 特定関係事業者は、第２３条（一般送配電事業者の禁止行為等）に掲げる行為（＝託送情報の提供、託送業務の委託
等）をするように、一般送配電事業者に対して要求又は依頼してはならない。

※特定関係事業者：グループ内の発電・小売電気事業者及びその経営を実質的に支配している者
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電気事業法上の行為規制のまとめ（事案に関係するもの）
一般送配電事業者の禁止行為

• 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用
者に関する情報を当該業務（及び再エネ特措法の業務）の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は
提供することを禁止。（法第２３条第１項第１号）

• 一般送配電事業者は、その業務に関し、特定の電気供給事業者を不当に優先的に、あるいは不利に取り扱っ
てはならない。（法第23条第１項第２号）

• 託送供給及び電力量調整供給の業務等を特定関係事業者及びその子会社等に委託することを禁止。ただし、
災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な委託としてする場合、等は除く。（法第２３条第３
項）

• 一般送配電事業の業務に関する情報を適正に管理する体制の構築。（法第２３条の４第１項）具体的に
は、システムについて、特定関係事業者と共用する場合には、①目的外に非公開情報（注）を取り扱うことが
できないものであること、（＝一般的アクセス制御）②非公開情報ごとに、特定された者のみが当該情報を入手
できるものであること、（＝従業者ごとのアクセス制御）③非公開情報を入手した者を識別できる事項を日時とと
もに記録し保存（５年間（ただし、2020年４月以降））できること。（＝アクセスログの保存）

注） 非公開情報とは、当該一般送配電事業者が営む託送供給及び電力量調整供給の業務に関する公表されていない情報であって、小売電
気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るもの

特定関係事業者の禁止行為

• 特定関係事業者は、第２３条（一般送配電事業者の禁止行為等）に掲げる行為（＝託送情報の提供、託
送業務の委託等）をするように、一般送配電事業者に対して要求又は依頼することを禁止。
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情報システムの行為規制に関する過去の議論(2017年10月)
平成29年10月

第23回制度設計専門会合
資料３
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情報システムの行為規制に関する過去の議論(2017年10月)

平成29年10月
第23回制度設計専門会合

資料３
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情報システムの行為規制に関する過去の議論(2014年10月)
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第２3回制度設計専門会合（2017年10月26日）

○草薙委員
４ページの送配電事業者に求める体制整備等の内容で、※印の１番が分かりやすいと思いますけれども、情報の適正な管理に係る規程を定めて、「送配
電業務に関する情報を発電・小売等に提供する際には適切に情報を符号化することや、漏えい時の対応などを含める」とございます。情報を符号化ということ
になりますと、単純な符号化も複雑な符号化もあろうかと思いますけれども、符号化の技術も陳腐化するものであろうかと思います。
セキュリティレベルの高いものに監視等委員会が誘導していくということも方向性として正しいのではないかと思いまして、そこの点をコメントさせていただきます。
１点、質問がございます。３年前の制度設計ワーキンググループでＥＵ指令のことが検討されており、18ページのスライドの参考というところで、まさに我が国
も参考にすべきではないかと思うのです。参考の１つ目ですね、「ＥＵ指令では、ＩＴＯは、ＩＴシステム、設備、建物及びセキュリティアクセスシステムを垂直
統合型事業者と共有してはならず、かかるシステム等のために同一の顧問や外部の請負業者を使用してはならないと定めている」ということです。いつの間にや
ら顧問とか外部の請負業者がつながっているということが万が一にもない状況を確保する必要があると考えております。そのために自己申告書とか誓約書の提
出とか、そういったことをしていただくということかと思うのですけれども、どのようなことがそのほかに考えられるのかということは今後、考えていかねばならないことでは
ないかと思っております。

○圓尾委員
４ページの情報の適正な管理の部分ですが、まず管理すべき情報ということで真ん中に書いてある「競争関係に影響を与えるおそれがある送配電業務に関
する情報」が何を指すのかということをきちんと社員が理解していないと、情報の管理がそもそもできないということになります。我々の会社でいえば、インサイダー
情報みたいなものもそうですけれども、何がこれに該当するのかということをきちんと社内的にも分かりやすく周知する、トレーニングするようなものをつくっていただき
たいということ。それから、一番下の※印の１番ですけれども、漏えい時の対応というのも非常に重要だと思っていまして、どんなにしっかり管理しても、例えばエレ
ベーターの中でつい聞いてしまったとか、間違えてメールを配信してしまったとか、いろいろなことが出てきます。 漏えいというのは一定の確率で起きるものだという
前提で、そのときに社員がどういう行動を起こして、どう管理すればいいかということも社内的にきちんと整備して周知していただきたいと思います。この辺が結構
大事ではないかなと思いますので、コメントです。

○恒藤ネットワーク事業監視課長
草薙委員から、符号化のところは技術的にも進歩もあるのでというアドバイスもいただきましたので、ぜひそれも参考にこれから運用を進めていきたいと思ってお
ります。 それから、システムの外部委託先についても、そこで情報漏えいなどが起きないような仕組みということもＥＵ指令の中ではあるということのご発言をいた
だきました。それについて、一つの方法としては、事業者が情報管理の規程をつくるようにということを求めることにしたいと考えてございます。その中で事業者が例
えば委託先の管理をしっかりするということも書いていただくという方法があり得るかと考えてございます。それも私どもがしっかりチェックするような形で運用していっ
てはどうかと考えてございます。

情報システムの行為規制に関する過去の議論(2017年10月)
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災害時の業務委託に関する過去の議論（2017年７月） 平成29年7月
第20回制度設計専門会合

資料３ 一部改変
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災害時の業務委託に関する過去の議論（2017年７月） 平成29年7月
第20回制度設計専門会合

資料３ 一部改変
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災害時の業務委託に関する過去の議論（2017年７月） 平成29年7月
第20回制度設計専門会合

資料３ 一部改変
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第２０回制度設計専門会合（2017年7月28日）

○草薙委員
本日、業務委託の禁止の例外についての考え方を検討するということですけれども、６ページの注）のところにもありますとおり、顧客利便性の確保、安定供
給の確保、効率性の著しい阻害の防止の観点から、一定の範囲内で認めることがあり得るというのであって、例外がたくさんあって、むしろ例外が原則に変わっ
ていくなどということがないように気をつけていただきたいと願っております。
現在、託送のシステムと小売のシステムを一元的に使っておられるというような場合に、法的分離後もお互いの情報システムを使いたいというようなことがあるか
もしれませんけれども、旧一般電気事業者におかれましては、2020年に向けて、そもそもグループ他社に簡単に委託せざるを得ない状況に陥らないように、特
に送配電部門の情報システムの維持管理体制はしっかりと一般送配電事業者に分ける準備をしていただきたいと思います。
そして、例えば９ページのＡで、送配電事業者のみが知り得る情報とか、その次の行の、不当に活用、そしてＢのところでも、合理的な理由なく、そういった文
言があります。７ページの方ですと、Ａの方では、送配電のみが知り得る情報、Ｂで、受託者に一定の裁量、Ｃで、合理的な理由がないにもかかわらず、この
ような文言が入っておりますけれども、これらが極めてクリティカルになると思います。この判断をどうするのかなのですけれども、これは一つひとつ監視委員会がチェッ
クを入れるということでお考えなのか確かめたいと思います。よろしくお願いします。

○中野九州電力コーポレート戦略部門部長
今ご議論いただきました資料３のところでございますが、４スライド目にも、６スライド目にも書いてございますように、過去の制度設計ＷＧにおきまして、一般
送配電事業者の中立性、公平性の確保を大前提にというこ とで顧客の利便性の確保、それと安定供給の確保等の観点から、一定の範囲内で発電・小売
と送配電部門の業務連携を認めるべきという話が記載されてございます。 これまで私どもはグループ企業ということで連携して災害時の早期復旧を含めた安定
供給の確保や、お客様の利便性、それと業務効率性の確保に努めてまいってきております。 法的分離を期に、こういった受委託が幅広に規制されるということ
になりますと、お客様にも支障が出てくるということがありますので、そこを少し心配をしているところでございます。 私どもとしましては、法的分離後も一般送配電
事業者の中立性確保大前提ということはいわずもがなでございますが、業務の受委託などにおいて一層適切に対応していきたいと 思ってございます。

○恒藤ネットワーク事業監視課長
これをどうやって監視していくのかということでございますが、これは大臣と、それから、大臣から委任された当委員会で、まず業務の監査をやり、また必要に応じ
て報告を求めることができる。それから、立入検査もできるという規定になっておりまして、この立入検査については、送配電事業者のみならず、発電・小売事業
者にも立入りができるとなっておりますので、こういった法律上の規定に基づきまして、当委員会がすべてといいますか、仮に送配電事業者から発電行為などに
委託などがある場合には、それがどういうものをやっているのかということをみて、例外にあたっていないものをやってないかということをチェックするということだと考えて
おります。もちろん原則禁止で、ごく一部例外だという趣旨を踏まえてしっかりやっていくことを考えてございます。

災害時の業務委託に関する過去の議論（2017年７月）
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電力・ガス取引監視等委員会が行う監査

⚫ 電力・ガス取引監視等委員会は、電気事業法第１０５条（及び第１１４条第２
項の規定に基づく経済産業大臣から委員会への委任）の規定に基づき、毎年、一般
送配電事業者の業務及び経理の監査を実施。
※みなし小売電気事業者についても、電気事業法等の一部を改正する法律附則第２１条の規定（及び
同附則第２５条の１０第２項の規定に基づく経済産業大臣から委員会への委任）の規定に基づき、
毎年、委員会はみなし小売電気事業者の業務及び経理の監査を実施。

一般送配電事業者に対する監査事項については、電気事業法第２３条の４（同法第２７条の１
２及び第２７条の１２の１３において準用する場合を含む。）の規定に基づく体制整備等に関する
事項を確認。具体的な確認事項は以下のとおり。
①一般送配電事業者とみなし小売電気事業者が同居する建物についての物理的隔絶実施状況の
確認
②託送供給等業務に係る非公開情報の管理用システムのアクセスログの保存状況の確認やアクセス
権限が与えられていない職員がシステムにログインできない状況の確認
③情報管理規程及び公平性担保規程等などの作成状況の確認
④情報管理規程等を遵守させるための役職員への研修実施状況の確認 等

体制整備等に関する事項を確認することとした2020年度以降、これまでの監査においては、一般送配
電事業者に対する上記事項について指摘事項はなかった。
※本年度の監査においては、一般送配電事業者の情報漏えい事案を受けた電力・ガス取引監視等委員会からの緊急点検の内容を
踏まえ、情報管理についての監査を強化。



2021年度 報告書における記述

北海道電力NW 当社では，これらのシステムのうち特定関係事業者と共用しているシステムは施行規則第33条の15第１項第２号イ，ロの要件に則
り，その利用権限の適正な管理のために，当該システムを利用する業務を特定し，それに基づいたシステム利用権限の付与を行って
おります。なお，付与した権限については，定期的に確認を行い，適正な権限付与の維持を図っております。

東北電力NW これらのシステムのいずれについても，施行規則第33条の15第１項第２号イ，ロの要件に則り，その利用権限の適正な管理のため
に，当該システムを利用する業務を特定し，それに基づいたシステム利用権限の付与を行っております。なお，付与した権限につい
ては，定期的に確認を行い，適正な権限付与の維持を図っています。

東京電力PG 当社では上記 （１）（２）のいずれのシステムについても，第２号イ，ロの要件に則り，その利用権限の適正な管理のために，当
該システムを利用する業務を特定し，それに基づいたシステム利用権限の付与を行っております。なお，付与した権限については，
定期的に確認を行い，適正な権限付与の維持を図っております。
上記（１）のシステムのうち，供給地点特定番号を照会するシステムについては，２０２０年４月１日から２０２１年５月１９日
にかけて，アクセス権限の削除機能設定誤りがあったことから２０２１年５月１９日に託送供給等部門以外のシステム利用権限が
無効となる措置を講じており，同年６月４日にアクセス権限の削除機能の改修を完了しております。
（2020年度体制整備等報告書で報告済み）

中部電力PG これらのシステムのいずれについても施行規則第33条の15第1項2号イ，ロの要件に則り，その利用権限を適正に管理するため，当
該システムを利用する業務を特定し，特定した業務に従事する利用者へ限定して権限の付与を行っております。なお，付与した権限
については，定期的に確認を行い，適正な権限付与の維持を図っております。
なお，2021年度に総務部が実施した調査により，「お客さまサービスシステム（上記1および2に該当）」において，特定関係事業
者であるためアクセス権限を有するべきでない中部電力株式会社東京支社が当該システムにアクセスできる状態にあったことが判明
しました。これを受け， 2021年12月に当該システムの改修を行い，当該事業者が当該システムにアクセスすることを不可能としま
した 。
さらに，本調査により，新たに18システム（上記3に該当）が非公開情報の管理の用に供するシステムに該当することが判明しまし
た。当該18システムのうち8システムについては施行規則第33条の15第1項第2号に抵触する不備がありました。不備のあったシス
テムうち4システムについては2021年度中にそれらの不備を解消しましたが、残り4システムについては2021年度末の時点では不
備の解消に必要なシステム改修が完了しておらず、全ての不備の解消は2022年度上期中が目途となります。

北陸電力送配電 これらのシステムについて，特定関係事業者と共用している場合は，施行規則第33条の15第1項第２号イ，ロの要件に則り，その
利用権限の適正な管理のために，当該システムを利用する業務を特定し，それに基づいたシステム利用権限の付与を行っておりま
す。なお，付与した権限については，適時見直しを行い，適正な権限付与の維持を図っています。
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電気事業法第23条の4第2項に基づく体制整備等報告書①
⚫ 電気事業法第23条の4第2項に基づき、一般送配電事業者から体制整備等報告書が提出されており、非

公開情報の管理の用に供するシステムについて、複数の会社からアクセス制御に関する不備を社内の監視に
おいて発見したとの報告があったが、非公開情報の漏えいに至る事案ではなく、既に対処済みであるとの報告
であった。その他の会社からは、情報管理に関し、適切に体制が整備されているとの報告であった。
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電気事業法第23条の4第2項に基づく体制整備等報告書②

2021年度 報告書における記述

関西電力送配電 これらのシステムのいずれについても，施行規則第33条の15第１項第2号イ，ロの要件に則り，その利用権限の適正な管理のため
に，当該システムを利用する業務を特定し，それに基づいたシステム利用権限の付与を行っております。なお，付与した権限につい
ては，定期的に確認を行い，適正な権限付与の維持を図っています。

中国電力NW 上記のシステムのうち、託送に関する業務処理を行うシステムにおいて、第２号イ、ロの要件に則り、その利用権限の適正な管理の
ために、当該システムを利用する業務を特定し、それに基づいたシステム利用権限の付与を行っております。なお、付与した権限に
ついては、定期的に確認を行い、適正な権限付与の維持を図っております。
しかしながら2021年度に、非公開情報の管理の用に供するシステムのうち、営業に関する業務処理を行うシステムと送変配電に関
する業務処理を行うシステムにおいて、第２号イ、ロ、ハの要件に対する不適合事案が、以下のとおり判明しております。
営業に関する業務処理を行うシステムのうち、「スマートメーター運用管理システム」のログの保存期間が６カ月間である不適合事
案が2021年４月28 日に判明し、その後、送変配電に関する業務処理を行うシステムのうち、「送変電設備管理システム」のアクセ
ス制限の不適合事案が2021年７月29日に判明したことから、2021年８月２日に取締役をチームリーダとした特別対応チームを設
置し、当社が利用する全システムについて総点検を実施しました。その結果、点検対象155システムのうち、当初判明していた前述
の不適合事案２件のシステムを含めた９システムにおいて不適合が判明したため、すみやかに改修を実施し、2021年11月25日にす
べてのシステムの改修を完了しております。判明した不適合の概要と改修完了日は、表１（※）のとおりです。
不適合が判明した９システム以外の営業に関する業務処理を行うシステムと送変配電に関する業務処理を行うシステムにおいては、
託送に関する業務処理を行うシステムと同様に適切に実施しております。※表１の9システム中、3システムについて、アクセス制
限の不備が判明。

四国電力送配電 当社では次のシステムのいずれについても、第２号イ、ロの要件に則り、その利用権限の適正な管理のために、当該システムを利用
する業務を特定し、それに基づいたシステム利用権限の付与を行っております。なお、付与した権限については、定期的に確認を行
い、適正な権限付与の維持を図っております。

九州電力送配電 これらのシステムのいずれについても、施行規則第33 条の15 第１項第２号イ、ロの要件に則り、その利用権限の適正な管理のた
めに、当該システムを利用する業務を特定し、それに基づいたシステム利用権限の付与を行っております。なお、付与した権限につ
いては、定期的に棚卸を行い、適正な権限付与の維持を図っております。

沖縄電力 これらのシステムについては、施行規則第33条の15第１項第２号イ、ロの要件に則り、その利用権限の適正な管理のために、当該
システムを利用する業務を特定し、それに基づいたシステム利用権限の付与を行っております。なお、付与した権限については、定
期的に確認を行い、適正な権限付与の維持を図っております。



2020年度 報告書における記述

北海道電力NW 当社では，これらのシステムのうち特定関係事業者と共用しているシステムは，施行規則第33条の15第１項第２号イ，ロの要件に則
り，その利用権限の適正な管理のために，当該システムを利用する業務を特定し，それに基づいたシステム利用権限の付与を行ってお
ります。なお，付与した権限については，定期的に確認を行い，適正な権限付与の維持を図っております。

東北電力NW これらのシステムのいずれについても，施行規則第33条の15第１項第２号イ，ロの要件に則り，その利用権限の適正な管理のために，
当該システムを利用する業務を特定し，それに基づいたシステム利用権限の付与を行っております。なお，付与した権限については，
定期的に確認を行い，適正な権限付与の維持を図っています。

東京電力PG 当社では上記（１）（２）のいずれについても，第２号イ，ロの要件に則り，その利用権限の適正な管理のために，当該システムを
利用する業務を特定し，それに基づいたシステム利用権限の付与を行っております。
なお，付与した権限については，定期的に確認を行い，適正な権限付与の維持を図っております。

（中略）
上記（１）のうち，託送関連業務を管理するシステムについては，２０２０年９月９日にアクセス権限の設定誤りが判明したため，

同日に，託送供給等部門以外のシステム利用権限が無効となる措置を講じており，同年９月１０日に，アクセス権限の改修を完了して
おります。
また，上記（１）のうち，供給地点特定番号を照会するシステムについては，２０２１年５月１９日にアクセス権限の削除機能の不

備が判明したため，同年５月１９日に，託送供給等部門以外のシステム利用権限が無効となる措置を講じており，同年６月４日に，ア
クセス権限の削除機能の改修を完了しております。なお,同年５月２１日にシステムの操作者が非公開情報にアクセスした際の記録の保
存期間が不適切であったことが判明したため，同年６月１０日に保存期間を５年間とする対策を実施しており，同年５月２１日から残
存していた同年５月１４日以降の記録を保存する対策を実施しております。
上記（２）のうち，需給実績データを提供する業務処理を行うシステムについては，操作者のシステムアクセス日時のみの記録，保

存を実施することによる運用をいたしておりましたが，利用状況が適正であったことを確認しております。ただし，２０２０年１１月
２０日にシステムが保有する情報の更新ルールの不備等により適正な権限付与となっていなかったことが判明したため，同年１１月２
０日に託送供給等部門以外のシステム利用権限を無効とする措置を講じております。なお，当該システムは２０２１年３月３１日を
もって廃止しております。

中部電力PG これらのシステムのいずれについても施行規則第33条の15第1項2号イ，ロの要件に則り，その利用権限を適正に管理するため，当該
システムを利用する業務を特定し，特定した業務に従事する利用者へ限定して権限の付与を行っております。なお，付与した権限につ
いては，定期的に確認を行い，適正な権限付与の維持を図っております。あわせて，施行規則第33条の15第1項2号ハの要件に則り，
非公開情報の管理の用に供するシステムにおいて，システムの操作者が非公開情報にアクセスした際に，当該操作者を識別することが
できる事項，当該操作者が入手した非公開情報の内容およびアクセスした日時について 記録・保存を実施しております。保存期間につ
いては，操作者が当該システムを使用した日から5年間としております。
なお，2017年6月より運用している特別高圧以上の送変電設備に関する熱容量の空容量を社外公表するためのデータを登録する「系統
情報公開システム（上記4に区分）」において，当該システムは非公開情報を管理しているものの，アクセスした日時の記録・保存期
間が90日であったこと，操作者がアクセスした日時と氏名のみを記録・保存する機能であったことが，2020年11月に実施した監視部
門の監視により判明しました。これを受け，2020年12月から2021年1月にかけて当該システムを改修し，記録・保存期間を5年間とす
ること，アクセスした日時と氏名に加えてデータファイル出力状況を記録・保管するように変更しました。

電気事業法第23条の4第2項に基づく体制整備等報告書③
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電気事業法第23条の4第2項に基づく体制整備等報告書④

2020年度 報告書における記述

北陸電力送配電 これらのシステムについて，特定関係事業者と共用している場合は，施行規則第33条の15第1項第２号イ，ロの要件に則り，その
利用権限の適正な管理のために，当該システムを利用する業務を特定し，それに基づいたシステム利用権限の付与を行っておりま
す。なお，付与した権限については，適時見直しを行い，適正な権限付与の維持を図っています。

関西電力送配電 これらのシステムのいずれについても，施行規則第33条の15第1項第2号イ，ロの要件に則り，その利用権限の適正な管理のために，
当該システムを利用する業務を特定し，それに基づいたシステムの利用権限の付与を行っております。なお，付与した権限について
は，定期的に確認を行い，適正な権限付与の維持を図っています。

中国電力NW 当社では上記のシステムのいずれについても，第２号イ，ロの要件に則り，その利用権限の適正な管理のために，当該システムを利
用する業務を特定し，それに基づいたシステム利用権限の付与を行っております。なお，付与した権限については，定期的に確認を
行い，適正な権限付与の維持を図っております。
（中略）
営業に関する業務処理を行うシステムのうち，スマートメーター運用管理システムにおいては，ログの保存期間が６カ月間であるこ
とが2021年４月28日に判明したため，ログの保存期間について６カ月間から５年間への改修を2021年６月18日付で完了しており
ます。システムの不備の期間は，2020年4月1日から2021年６月17 日となります。
なお，不備が判明した時点において，残存していた2020年10 月25 日以降のログを一時的にコピーし退避・保存する暫定対策を実
施しております。ログを保存できていない期間は，2020年4月1日から2020年10月24日となります。
スマートメーター運用管理システム以外の営業に関する業務処理を行うシステムにおいては，託送に関する業務処理を行うシステム
と送変配電に関する処理を行うシステムと同様に適切に実施しております。
なお，非公開情報を有するシステムのうち，中央給電指令所等の制御系システムについては，執務室への入退室管理を徹底し，５年
間の入退室記録等を保存することとし，送変配電に関する業務処理を行う一部のシステムについては，操作者のシステムアクセス日
時のみの記録，保存を実施することによる運用をいたしておりましたが，利用状況が適正であったことを確認しております。

四国電力送配電 当社では次のシステムのいずれについても、第2号イ、ロの要件に則り、その利用権限の適正な管理のために、当該システムを利用
する業務を特定し、それに基づいたシステム利用権限の付与を行っております。なお、付与した権限については、定期的に確認を行
い、適正な権限付与の維持を図っております。

九州電力送配電 これらのシステムのいずれについても、施行規則第33条の15第1項第2号イ、ロの要件に則り、その利用権限の適正な管理のために、
当該システムを利用する業務を特定し、それに基づいたシステム利用権限の付与を行っております。なお、付与した権限については、
定期的に棚卸を行い、適正な権限付与の維持を図っております。

沖縄電力 これらのシステムについては、施行規則第33条の15第1項第2号イ、ロの要件に則り、その利用権限の適正な管理のために、当該シ
ステムを利用する業務を特定し、それに基づいたシステム利用権限の付与を行っております。なお、付与した権限については、定期
的に確認を行い、適正な権限付与の維持を図っております。



命令・勧告・罰則等について（一般送配電事業者関係）

⚫電気事業法上の規定において、今般の一般送配電事業者の非公開情報の漏えい事案に関係しうる
一般送配電事業者に対しての命令・勧告等については、経済産業大臣による命令が第23条第6項
（禁止行為の停止命令）、第27条（業務改善命令）、電力・ガス取引監視等委員会による勧告
が第66条の12に定められている。

第２３条第６項（一般送配電事業者の禁止行為等）

• 経済産業大臣は、第２３条第１項各号に掲げる行為規制違反があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、当該行為
の停止又は変更を命ずることができる。
→ 当該命令の違反については、300万円以下の罰金（第118条第１項第１号）

一般送配電事業者関係

第２７条第１項（業務改善命令）

• 経済産業大臣は、一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障
が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、一般送配電事業者に対し、電気の使用者の利益又は公共の利益を確保するた
めに必要な限度において、その一般送配電事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
→ 当該命令の違反については、300万円以下の罰金（第118条第１項第１号）

第６６条の１２（勧告）

• 電力・ガス取引監視等委員会は、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業者に対し、
必要な勧告をすることができる。
→ 当該勧告を受けた電気事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、電力・ガス取引監視
委員会はその旨を経済産業大臣に報告し、経済産業大臣が報告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

（備考）
第６６条の１３に基づき、電力・ガス取引監視等委員会は、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めると
きは、経済産業大臣に対し、必要な措置をとることを求めることができる。この必要な措置には、事業者に対して行政処分をとること

を含むと介される。
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命令・勧告・罰則等について（関係小売電気事業者関係）

⚫電気事業法上の規定において、今般の一般送配電事業者の非公開情報の漏えい事案に関係しうる
関係小売電気事業者に対しての命令・勧告等については、経済産業大臣による命令が第23条の２
第２項（禁止行為の停止命令）、第27条（業務改善命令）、電力・ガス取引監視等委員会に
よる勧告が第66条の12に定められている。

第２３条の３第２項（特定関係事業者の禁止行為）

• 経済産業大臣は第２３条の３に掲げる行為（第２３条の一般送配電事業者の行為規制に違反する行為を要求又は依頼す
ること）があると認めるときは、特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
→ 当該命令の違反については、300万円以下の罰金（第118条第１項第１号）

関係小売電気事業者関係

第２条の１７（業務改善命令）

• 経済産業大臣は、小売電気事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が
生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、小売電気事業者に対し、電気の使用者の利益又は公共の利益を確保するために
必要な限度において、その一般送配電事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
→ 当該命令の違反については、300万円以下の罰金（第118条第１項第１号）

第６６条の１２（勧告）※再掲

• 電力・ガス取引監視等委員会は、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業者に対し、
必要な勧告をすることができる。
→ 当該勧告を受けた電気事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、電力・ガス取引監視
委員会はその旨を経済産業大臣に報告し、経済産業大臣が報告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

（備考：再掲）
第６６条の１３に基づき、電力・ガス取引監視等委員会は、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めると
きは、経済産業大臣に対し、必要な措置をとることを求めることができる。この必要な措置には、事業者に対して行政処分をとることを

含むと介される。
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命令・勧告・罰則等について（報告徴収・立入検査関係）

⚫電気事業法上の規定において、今般の一般送配電事業者の非公開情報の漏えい事案に関係しうる
報告徴収、立入検査等については、報告徴収が第106条、立入検査が第107条、体制整備等報
告書の提出が第23条の4第2項に定められている。

第１０６条（報告の徴収）

• 経済産業大臣（及び第１１４条第１項の規定により委任された電力・ガス取引監視等委員会）はこの法律の施行に必要な
限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者及び一般送配電事業者等に対し、その業務又は経理の状況に関し
報告又は資料の提出をさせることができる。
→ 当該報告又は資料提出の拒否又は虚偽の報告又は資料提出については、30万円以下の罰金（第120条第１項
第１３号）

一般送配電事業者・関係小売電気事業者共通（第２３条の４第２項を除く）

第１０７条（立入検査）

• 経済産業大臣（及び第１１４条第１項の規定により委任された電力・ガス取引監視等委員会）は、この法律の施行に必要
な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状
況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

→ 当該審査又は検査を拒み、妨げ、忌避した場合については、30万円以下の罰金（第120条第1項第9号）

第２３条の４第２項（体制整備等報告書）

• 一般送配電事業者は、第２３条の４に関してとった措置を、毎年、経済産業大臣に報告する。
→ 当該報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、30万円以下の罰金（第120条第１項第4号）
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